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要  請  書 
 

 

 

貴職におかれましては、大分県教育行政の発展と向上にご尽力されていますことに対し、深く敬意

を表します。 

  

昨年の春季生活闘争は、30 年ぶりの高水準の賃上げが実現したことで、わが国経済社会が新しい 

ステージへと動き出すきっかけとなりました。一方、名目賃金は上昇しているものの物価を加味した

実質賃金はマイナスで推移し、勤労者世帯の暮らしは厳しさを増しており、生活向上につながるよう

昨年を上回る持続的な賃上げが必要です。 
 

また、超少子・高齢化により生産年齢人口の減少が不可避である中、将来にわたり人材を確保・定

着させ、生産性を高めていくには、継続的な「人への投資」による有期・短時間・契約等労働者を含

めた雇用安定や処遇改善など働く人全体の賃上げが必要です。 

 

このような中、学校教育においても、子どもたちがより質の高い知識・意識を習得・醸成してい

くために、子ども・子育て支援の充実や待機児童解消等の財源確保に向けた取り組み、教育の機会

均等実現に向けた教育の無償化・奨学金の拡充に向けた取り組みが重要となります。 

また、中央教育審議会において議論・答申された「学校における働き方改革」について、「勤務時

間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の促進」「勤務時間の上限に関するガイドラ

インの徹底」「学校の労働安全衛生管理」について、教職員の命と健康を守るための長時間労働の是

正に向けて具体的な取り組みを推進していかなければなりません。 

 

連合大分としても教育現場を取り巻く課題を十分に認識し、将来を担う子どもたちの健全な成長

と併せ学校職場で働く者の長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランス社会の実現に向け取り組

むため、以下の事項の実現に向け要請致します。 

 

つきましては、要請内容の実現に向けてご尽力頂きますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
記 

 

 

１．家庭の経済格差が教育機会の格差を生まないよう、教育にかかる費用の無償化を推進し、すべ

ての子どもが学ぶための教育機会の保障と環境整備を進めるべく、就学援助制度の維持・拡充や

給付型奨学金の拡充など、公的奨学金制度を充実させるとともに、奨学金返済支援制度を拡充す

ること。 

 

２．教職員の長時間労働の是正は喫緊の課題であり、それが教育の質の確保につながることから、

働き方改革関連法及び改正「給特法」を踏まえ、学校の働き方改革を進めるために、限度時間を

超える場合の健康確保措置も含め、以下のことについて取り組むこと。 

（１）学校が担っている業務について、「教員が専門性を発揮できる業務かどうか」などの観点か

ら、①学校以外が担うべき業務 ②学校の業務だが必ずしも教員が担う必要のない業務 ③教

員の業務に分け、休憩時間中の勤務やいわゆる「持ち帰り仕事」をさせないこと。また、タイ

ムカードなどにより、教員が業務に従事している時間を「在校等時間」として客観的な勤務時

間管理を徹底した上で、教員の長時間労働を是正すること。 

（２）文部科学省指針に基づいて必要な条例を早急に制定するとともに、時間外労働の上限（原則

月 45 時間、年 360 時間）について、各学校が遵守できる環境を整備し、実効性を確保するこ

と。 

（３）精神疾患をはじめ、健康不安などを抱える教職員数が高止まりしており、加えて現職死亡も

発生していることから、疾患を抱える教職員に、治療と仕事の両立を支援する環境整備に努め

ること。 

 

３．若者の人材確保の観点において、高校生や大学生などの若年者と企業とのマッチング機会や企

業情報の提供を通じた県内就職の促進をするために、大分県商工観光労働部と連携して県内就職

希望者の雇用確保に取り組むこと。また、教職員の人材確保については、大分県での教職員を希

望するもののためにも採用試験日の調整や大学と連携したうえで確保に努めること。 

 

４．正規採用教職員の賃金・労働条件を改善すること。また、臨時および非常勤で勤務する教職員

の労働条件・待遇差を改善するとともに、正職員への転換を積極的に進めること。 

 
５．パワハラ防止措置が義務化されたことに加え、特にコロナ禍での誹謗中傷等の問題が深刻化し 

た中、ハラスメントをめぐる現状と課題を踏まえ、第三者を含めたあらゆるハラスメント対策や 

ジェンダー・バイアス（無意識を含む性差別的な偏見）等、差別禁止に向けた普及啓発に取り組 

むこと。加えて、ＬＧＢＴ理解増進法が 2023 年 6 月に施行されたことから、性的指向・性自認 

に関するハラスメントや差別、望まぬ暴露であるいわゆるアウティングの防止やプライバシーの 

保護に向けた普及啓発に取り組むこと。 

 

以 上 

      


